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西遠浄化センターの施設概要

○処理水量は市全体の約60％
処理人口は市全体の約70％

○全体計画：400,000㎥/日最大
8系列（16池）

○現有能力：200,000㎥/日最大
4系列（8池）

○水処理：標準活性汚泥法 分流
○汚泥処理：濃縮-脱水-焼却
○放流先：二級河川馬込川

西遠浄化センター

阿蔵中継ポンプ場

浜名中継ポンプ場
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事業の経緯

• 昭和48年度流域下水道事業として都市計画決定

• 昭和53年度着工、昭和61年度供用開始
建設

• 平成17年7月 12市町村合併により新浜松市の誕生

（流域下水道関連3市2町が1市になった）

• 平成28年4月1日に静岡県から浜松市に移管

合併
移管

• 平成28,29年度 包括民間委託(レベル3）導入

• 平成30年度から 運営委託方式導入(20年契約）

官民
連携
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導入に至る経緯（課題への対応）
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課題

①集中投資に対する大量更新時期到来

②人口減少による料金収入の減少

③組織スリム化による技術継承の懸念

⇒さらなる効率化が求められるが、

公共での実施に限界がある。
（調達方法の制約、単年度予算、情報の散在）

①

②

③
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事業者選定手続き

H27.6.1 12.11 H28.2.29 4.12 5.31 8.5 8.23 9-10 12.5 H29.3.21 H29.10 H30.4.13.31

事業者選定の経緯
●PFI法第11条に規定する客観的な評価を行うため、学識経験を有する者等からなるPFI専門委員会を設置（H27.7)
●公募型プロポーザル方式による公募の開始 (H28.5)
●2者から参加表明があり、資格審査を実施（H28.8）
●PFI専門委員会による提案審査の結果、ヴェオリア・JFEエンジ・オリックス・東急建設・須山建設グループを優先交渉権者に選定（H29.3）
●優先交渉権者が設立した浜松ウォーターシンフォニー株式会社(HWS)に運営権を設定 (Ｈ29.10)
●本事業開始 (H30.4)



包括民間委託と運営委託方式の比較

区 分
包括民間委託（レベル3）

平成28,29年度
運営委託方式

平成30年度から令和19年度

対象施設 西遠浄化センター、中継ポンプ場2か所 同左

契約期間 2年間（通常3～5年間） 20年間

経 営
－

（浜松市が実施）
事業計画、資金調達、情報公開、危機管
理、技術管理、環境対策、地域貢献等

改 築
－

（浜松市が実施）
機械電気設備等の更新、長寿命化

（土木建築躯体を除く）

維持管理
水処理、汚泥処理、保守点検、設備点検、

植栽管理、水質分析、故障等修繕
左記に加えて産業廃棄物処理

ユー ティ
リティ

電力、燃料、薬品、消耗品、
補修用資器材、水道等

同左

そ の 他 －
附帯事業（消化ガス発電等）

任意事業（焼却炉廃熱利用の養鰻実験）

市側人工
7人工（維持管理モニタリング、経営、

改築）
3人工（モニタリング）
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運営委託方式事業（スキーム）
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運営委託方式導入の効果

業務改善効果
運転支援ツールや多機能タブレットの導入による業務の効率化

世界レベルの下水処理場のパフォーマンスとの比較による業務改善

外部組織による経営監視

地域貢献
地元業者と連携した養鰻パイロット事業

下水道ふれあいイベントの開催

地域活性化に貢献するソーシャルビジネス

環境負荷の低減

CO2排出量削減効果

7

ＶＦＭ14.4％ 事業費総額86.6億円削減 運営権対価25億円※

市の経営改善、使用者負担及び国費の縮減
※PSC：公共が自ら事業を実施する場合の事業費、 LCC：PFI事業として実施する場合の事業費、

VFM(Value For Money)：PSC－PFI LCC
※PSC及びLCC現在価値換算後、運営権対価は現在価値換算前

コスト削減効果
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モニタリングの概要

実施契約の遂行状況や要求水準書の充足状況を確認するため、

モニタリング基本計画書及び実施計画書
に基づきモニタリングを実施している。
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項目 概要

1
モニタリングの体制 ・運営権者によるセルフモニタリング

・市によるモニタリング

・第三者機関によるモニタリング

・西遠協議会による紛争の調停

2
モニタリングの方法 ・書類による確認

・会議体による確認

・現地における確認

モニタリング確認様式（チェックリスト）を用いて適
合状況を確認

3 契約内容未達時における

措置
是正レベルの認定（レベル1～3）
・レベル1のおそれ → 注意

・レベル1 → 是正指導
・レベル2 → 是正勧告、警告
・レベル3 → 命令
違約金の支払い（ポイント制の採用）



モニタリングの体制

① 運営権者によるセルフモニタリング

②浜松市によるモニタリング

③第三者機関によるモニタリング（市とのダブルチェック）

☆ 紛争の調停のための西遠協議会を設置

①

② ③
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☆



モニタリングの方法
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要求水準書（86項目） 適合状況をチェックするための

モニタリング確認様式

要求水準抜粋
チェック項目
確認する書類

確認頻度 確認結果

書類、会議体、現地調査により確認を行う。



モニタリングの方法
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モニタリング確認様式（維持管理部門一部抜粋） 市による
モニタリング

第三者機関による
モニタリング

No 要求水準 チェック項目 書類 頻度
結果

頻度
結果

4月 4月

3-8

BOD：15mg/L
SS：40mg/L
pH（水素イオン）5.8-8.6
大腸菌群数：3000個/mL

自主基準値の遵守（M3）
□BOD 13mg/l
□SS 10mg/l
□pH 6.0～7.5
□大腸菌群数 100個/mL
□1回/月 Ｍ11の水質確認

月間維持管理
報告書

毎月 適合 毎月 適合

3-9
下水汚泥リサイクル率100%の
維持に努めること。

□下水汚泥リサイクル率100%の
維持努力

月間維持管理
報告書

毎月 適合 － －

3-10

2号焼却炉
ばいじん0.15g/Nm3
窒素酸化物250ppm
塩化水素700mg/Nm3
硫黄酸化物 7.0K値
水銀50μg/Nm3

3号焼却炉
ばいじん0.04g/Nm3
窒素酸化物250ppm
塩化水素700mg/Nm3
硫黄酸化物 7.0K値
水銀50μg/Nm3

□大気汚染基準を遵守しているか
月間維持管理
報告書

年1回
または

2回

3号焼却
炉ばいじ
んは年6

回

－

年1回
または

2回

3号焼却
炉ばいじ
んは年6

回

－



モニタリングの方法（書類の確認）

提出するよう定めた書類の種類
経営 関係

・事業計画書、報告書類
・監査報告書 等

改築 関係

・工事、施工計画書
・完成図書 等

維持管理 関係

・運転、保全管理計画
・維持管理計画、報告書 等

平成30年度は

200程度

の書類を受理
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モニタリングの方法（書類の確認）

維持管理データ類

維持管理所見等

故障、修繕報告

点検状況等
17

不明点・疑問点は
会議体にて質疑応答

書類例：月間維持管理報告書



モニタリングの方法（会議体での確認）

会議体の概要

・月１回

・運営権者、市及び
第三者機関出席

・運営権者によるモニ
タリング結果の報告

・市や第三者機関は
書類や現地の確認
での疑問点等につ
いて質疑

18

第三者機関

浜松市

運営権者



モニタリングの方法（現地での確認）

放流水の抜き打ち検査 電気関係現地調査

提案事項の履行確認
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契約内容未達時における措置
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是正指導

是正勧告

警告

命令

注意

レベル1のおそれ

是正期限内に改善
されない場合には、
下の措置に移る

事象ごとに3段階のレベル設定



情報の開示
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出典：浜松ウォーターシンフォニー株式会社ホームページ

市によるモニタリング結果の公表
・維持管理業務に係る市モニタリング結果のうち、市が必要と認め
た事項を、月次で市ホームページにおいて公表する。
（放流水質の抜き打ち検査結果等）

・市及び第三者機関が作成したモニタリング結果年次報告書を、
市ホームページにおいて公表する。

運営権者による情報の公開
・運営権者は、セルフモニタリング結果報告書を年1回公開する
ほか、維持管理情報、改築工事情報及び経営情報等を、定期
的に公開する。
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23

内製化（自社修繕等）による突発修繕費の削減
外部委託による突発修繕コスト削減及び保守管理課員の力量向上を目的に

熟練社員による内製化に向けた各種教育訓練を実施

運営権者による取り組み①
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臭気モニタリングシステムの設置及び連続測定
硫化水素、アンモニア、臭気指数を連続測定することで、

臭気が発生したときでも速やかに対処することを目的

臭気センサー

運営権者による取り組み②



25

消臭剤自動添加システム
生物脱臭設備の入口のH2S 濃度と泥温に連動して添加量を最適化する仕組み。

運営権者による取り組み③
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特殊な菌による汚水処理の実験
高濃度有機性排水の処理において実用化されている特殊な菌処理について、

西遠TCにおける適用実験を開始。余剰汚泥量及び臭気の減少が期待される。

運営権者による取り組み④
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施設名

電源 施設被害

商用
電源

停電日時 復電日時
被害
有無

被害状況

西遠浄化センター 〇

瞬
間
停
電

- - - 有

・3号焼却炉 南側大型シャッター破損、
焼却冷却塔昇圧P配管直撃破損

・1号焼却炉 西側扉破損
・2号焼却炉 南側扉破損
・砂ろ過棟 ガラリフィルター脱落
・正門車回し 高木倒木 (ヤマモモ)
・西門 破損
・その他 網戸飛散、建築金物飛散

浜名中継ポンプ場 × 9/30 22:41 ～ 10/2 1:41 有 ・敷地南側倒木

阿蔵中継ポンプ場 〇 無

自然災害等の不可抗力への対応（台風24号）
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台風24号概要
平成30年9月30日～10月1日、非常に強い勢力を維持したまま県内通過
下水道施設課所管 7か所中、5か所の終末処理場

（瞬間停電含まず） 17か所中、13か所の中継ポンプ場
※沿岸部で最大57時間、中山間地で最大5日間の長時間停電

運営委託方式対象施設被害状況



運営権者の対応
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シャッター破損 扉破損 倒木

仮設トイレ横転 看板破損

約40か所について

被害報告あり
⇒運営権者による復旧

台風接近に備えた緊急時体制の構築、被災状況等の市への速やかな報告
非常用発電機用の重油確保（停電の影響で調達先に制限あり）
被災箇所の確認及び復旧
緊急時対応マニュアルの更新検討（人員配置の改善、薬剤の貯蔵量等）

運営権対象施設の被災状況



復旧に伴う費用の負担について
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（不可抗力による増加費用・損害の扱い）
実施契約書 第54条
(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用等の負担

ア公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に定める

災害復旧事業（中略）は、市の負担とする。（以下、略）

イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運
営権者の負担とする。

運営権者による復旧



不可抗力に対する運営権者の体制
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BCPについて
運営権者は市と協議したうえで、優
先的に地震・津波編のBCPを作成

震度4以上の地震が観測された場合
に発動

震度5強以上の地震等により市が災
害対策本部を設置した場合には、浜
松市上下水道復旧部下水道施設班の
一員として対応

その他、新型インフルエンザ等編も
作成され、優先業務の選定等がなさ
れている。



ご清聴ありがとうございました。
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